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１．住宅瑕疵担保履行法の概要（背景と目的）１．住宅瑕疵担保履行法の概要（背景と目的）
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１．住宅瑕疵担保履行法の概要（施行日とスケジュール）１．住宅瑕疵担保履行法の概要（施行日とスケジュール）
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①保険への加入
「住宅瑕疵担保責任保険法人」に保険料を支払い、保険契約を締結するもので、売主等が瑕疵の補修な
どを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われ、万一、売主等が倒産等により補修などが
できない場合には、住宅購入者に直接保険金が支払われるもの。

①保険への加入
「住宅瑕疵担保責任保険法人」に保険料を支払い、保険契約を締結するもので、売主等が瑕疵の補修な
どを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われ、万一、売主等が倒産等により補修などが
できない場合には、住宅購入者に直接保険金が支払われるもの。

１．住宅瑕疵担保履行法の概要（資力確保の方法）１．住宅瑕疵担保履行法の概要（資力確保の方法）

②保証金の供託
売主等が自らの資力で瑕疵担保責任に対応するもので、住宅品質確保法で定められた１０年間の瑕疵担
保責任をカバーする必要があるため、「基準日」から過去１０年間に遡り、引き渡した新築住宅の戸数に応
じて法令で定められた算定式により計算した額の保証金を、法務局等の供託所に預けおくもの。

②保証金の供託
売主等が自らの資力で瑕疵担保責任に対応するもので、住宅品質確保法で定められた１０年間の瑕疵担
保責任をカバーする必要があるため、「基準日」から過去１０年間に遡り、引き渡した新築住宅の戸数に応
じて法令で定められた算定式により計算した額の保証金を、法務局等の供託所に預けおくもの。

• 事業者に義務付けられる資力確保措置の方法には、 「保険への加入」と「保証金の供託」の２種類がある。• 事業者に義務付けられる資力確保措置の方法には、 「保険への加入」と「保証金の供託」の２種類がある。
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平成２１年１０月１日以降に新築住宅を引き渡す場合、請負人となる建設業者（許

可）と売り主となる宅地建物取引業者（免許）には、資力確保措置の義務が課されます。

ただし、宅建業者が発注者となり、建設業者から新築住宅の引き渡しを受ける場合、

建設業者には資力確保措置の義務はありません。

平成２１年１０月１日以降に新築住宅を引き渡す場合、請負人となる建設業者（許

可）と売り主となる宅地建物取引業者（免許）には、資力確保措置の義務が課されます。

ただし、、宅建業者が発注者となり、建設業者から新築住宅の引き渡しを受ける場合、

建設業者には資力確保措置の義務はありません。。

【【資力確保措置が義務付けられる建設業者・宅建業者資力確保措置が義務付けられる建設業者・宅建業者】】

新築住宅の請負人とは、建設業法（建築工事２８業種の完成を請け負う営業）の許可を受けた建設業者

売り主とは、宅地建物取引業法（宅地建物の売買・交換・代理・媒介）の免許を受けた宅建業者

※※建築工事業・大工工事業の許可を受けた建設業者建築工事業・大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象になりが新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象になり

ます。ただし、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸ます。ただし、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸

入を防止する部分を施工する場合も対象になります。入を防止する部分を施工する場合も対象になります。

注文
住宅

請負人
（建設業者）

発注者
（宅建業者を除く）

分譲
住宅

請負人
（建設業者）

売り主
（宅建業者）

買主
（宅建業者を除く）

賃貸
住宅

請負人
（建設業者）

賃貸人・発注者
（宅建業者を除く）

資力確保措置が義務づけられる事業者

発注者が
宅建業者であるため
資力確保措置は義務づけられません

資力確保措置の義務づけ

２２ ．対象となる事業者．対象となる事業者

義務づけられた事業者は，所管行政庁に対して届出書を年２回、基準日から３週間以内に届出することとなります。
義務づけられた事業者は，所管行政庁に対して届出書を年２回、基準日から３週間以内に届出することとなります。
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３３ ．．対象となる瑕疵担保責任の範囲対象となる瑕疵担保責任の範囲


